
鹿児島県電子申請システム
申請・届出操作の手引き
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１ 申請の流れ（手数料納付あり）
○ 屋外広告業に係る電子申請（手数料納付あり）の流れは次のとおりです。
申請者に行っていただくのは，主に，①申請，④再提出，⑨手数料納付です。
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１ 申請の流れ （手数料納付なし）

○ 屋外広告業に係る電子申請（手数料納付なし）の流れは下図のとおりです。
申請者に行っていただくのは，主に，①申請，④再提出です。



鹿児島県電子申請システムに係る注意事項
※ 屋外広告業登録（新規・更新）申請の手数料は１件につき，10,000円です。

鹿児島県屋外広告物講習会参加申込の手数料は１人，2,200円です。

・ 電子申請システムでの支払い方法は，クレジットカード又はPay-easyのみです。

・ 決済後のキャンセルや返金はできません，また，領収書の発行はされません。

※ 提出書類については「提出様式の確認」などをご確認ください。

※ 添付可能な資料のファイルサイズは１ファイルあたり最大10MB，合計サイズ最大

20MBです。ファイルサイズの上限を超えることによりファイル添付できない場合は，

郵送又は持参によりご提出ください。
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２ 申請・届出の手引き
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２ー① 申請検索（１／３）
○ 鹿児島県電子申請共同運営システムトップ
ページから「鹿児島県」をクリックしてくだ
さい。

○ 左上の検索ボックスで「屋外広告」と検索
すると，手続きを見つけやすくなります。

○ 「手続の選択」項目から該当する手続きを
クリックしてください。

【鹿児島県電子申請共同運営システム】
※ リンク
https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SdsJuminWeb/Jumin
LgSelect
※ QRコード

・ 屋外広告業登録（新規・更新）申請

・ 屋外広告業登録事項変更届出

・ 屋外広告業廃業等届出

https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SdsJuminWeb/Jumin
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２ー① 申請検索（２／３）
○ 手続案内の記載内容をご確認ください。
※ 申請における注意事項などを記載してい

ます。

○ 申請書や添付書類の作成が必要な場合は，
「申請様式をダウンロードする」をクリック
すると，各様式をダウンロードできます。

○ 申請開始には「電子申請をする」をクリッ
クしてください。

下にスクロール
（記載内容をご確認ください。）

様式のダウンロード 次に進む
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２－① 申請検索（３／３）
○ 鹿児島県電子申請システムの利用者登録の
状況に応じてログインをしてください。

(1) 利用者登録をしない(利用しない)方は，
メールアドレスのみ入力し，
「ログインしないで申請する」を
クリックしてください。

(2) 利用者登録済みの方は，
利用者ＩＤとパスワードを入力し，

「ログイン」をクリックしてください。

○ 『仮受付完了』の画面が表示されたらログ
イン完了です。

〇 入力したメールアドレスに申請方法等が記
載されたメールが届きます。

(1)

(2)

(1)

(2)
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２－② 申請情報の入力（１／４）
○ 入力したメールアドレスに「申請方法のお知

らせ」が届きます。

メール本文の【入力開始ページ】のリンクか

ら申請できます。

○ 申請には，登録したメールアドレスとメール

本文の【仮受付番号】が必要です。

○ リンク先の『申請開始』画面で，

メールアドレスと仮受付番号を入力して，

「申請を開始する」をクリックしてください。

123456

https://・・・
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２－② 申請情報の入力（２／４）
○ 『申請書入力』画面が開きますので，申請内

容を入力してください。

〇 申請内容の入力を終えたら，「次へ」を

クリックしてください。

〇 画面一番下の「申請書一時保存」から，申請

内容の入力を一時保存することができます。

（操作方法はＰ18へ）

〇 画面一番下の「申請中止」で，申請を破棄す

ることができます。

（操作方法はＰ20へ）

申請画面

→ P18へ

→ P20へ

→ P13へ

※ 申請内容を入力してください。
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２－② 申請情報の入力（３／４）
〇 最初に，「【１】申請形式」について，該当す

る項目を選択してください。

(1)を選択した場合，別途，申請（届出）する

申請書等を作成する必要があります。

なお，作成した各様式はP13以降の『添付資料選

択』画面で添付してください。

(2)を選択した場合は，続く設問に申請内容を

入力してください。

※ 申請書等は次のURL先からダウンロードできます。

http://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/ok
ugai/gyousya05.html）

(2)

(1)

※ 申請書等（Excel）や必要書類を
ダウンロードして，作成してください。

※ 続く設問に申請内容を入力してください。

http://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/ok
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２－② 申請情報の入力（４／４）
〇 右図のように「別紙１～４」を添付する項目に

☑をつけた場合は，「別紙１～４」を作成する必

要があります。

以下のURLから，様式をダウンロードし，「別

紙１～４」から必要なものを作成し，P13以降の

『添付資料選択』画面で添付してください。

※ 「別紙１～４」は次のURL先からダウンロード

できます。

http://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/ok
ugai/gyousya05.html）

※ 該当する別紙（Excel）を作成してください。

http://www.pref.kagoshima.jp/ah10/infra/toshi/ok
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２－③ 資料の添付（１／２）
○ 『添付資料選択』画面が開きます。

〇 各書類の添付方法を選択してください。

(1)「申請時添付」の場合，「ファイルの選択」

をクリックし，次ページのとおり，資料を添

付してください。

(2)「郵送で提出」の場合，別途，資料を郵送し

てください。

(3)「窓口で提出」の場合，別途，資料を鹿児島

県土木部都市計画課まで持参してください。

(4)「提出しない」は，資料の提出が不要な場合

のみ選択してください。

（具体には，申請者が法人の場合の「住民票」や個人の場合

の「登記事項証明書」，右の※印に該当しない場合など）

※ 申請の種類や添付書類によっては，(1)～(4)のうち，
一部の添付方法しか選択できないものもあります。

例）屋外広告業登録申請書の場合…(1)申請時添付
(4)提出しない

から選択できます。

(1)
(2)
(3)
(4)

提出書類名
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２－③ 資料の添付（２／２）
〇 「ファイルの選択」をクリックすると，資料を

選択する画面が開くので，添付する資料を選択し

て，「開く」をクリックしてください。

〇 添付ができた場合，「ファイル選択」の欄に選

択したファイル名が表示されます。

〇 必要な資料をすべて添付し終えたら，画面下部

の「次へ」をクリックしてください。

屋外広告業登録申請書.xlsx

屋外広告業登録申請書.xlsx
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２－④ 支払情報入力【手数料の納付が必要な申請のみ】
○ 『手続方法入力』画面が開きます。

「オンライン支払方法」から支払方法を選択して

下さい。

※ 令和７年４月現在「クレジットカード」又は

「Pay-easy」による支払いができます。

○ 支払情報の「申請者氏名」から交付文書の「受

取者 氏名」までの各項目を入力し，「次へ」を

クリックしてください。

※ 交付文書の受取先について申請者住所以外（

営業所，代理人等）への郵送を希望される場合は，

「交付文書」の各項目について，希望する郵送先

の住所などを入力してください。
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２－⑤ 申請内容確認
○ 『送信内容確認』画面が開きます。

○ 以下について，申請内容を確認してください。

(1)申請内容…「申請書表示」をクリックすると

申請書を確認できます。

（P11で(2)を選択した場合のみ）

(2)添付資料…表示されているとおり

(3)支払関係…表示されているとおり

○ 申請内容に誤りがない場合は，「パスワード」

を設定し，「送信」をクリックしてください。

※ 申請内容に誤りがある場合は，各画面の「戻

る」で，修正する画面まで戻ってください。

(1)

(2)

(3)

※ (3)は手数料の納付が必要な申請のみ
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２－⑥ 入力完了
○ 『送信完了』画面が表示されたら申請完了です。

○ 登録したメールアドレスに，「申請受付のお知

らせ」が届いていることを確認してください。

○ 申請に修正が必要な場合は「申請内容修正のお

願い」がメールで届きます。（手引きＰ21）

○ 手数料納付が必要な申請は，「審査開始のお知

らせ（料金納付のお願い）」が届き次第，手数料

納付が可能です。（手引きＰ25）
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２－⑦ 申請の一時保存・再開（１／２）
○ 『申請書一時保存』画面が開きます。

○ 任意のパスワードを入力して，「送信」をク

リックしてください。

※ パスワードは，申請を再開する際に必要ですの

で，必ず控えておいてください。

○ 登録したメールアドレスに「一時保存のお知ら

せ」が届いていることをご確認ください。
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２－⑦ 申請の一時保存・再開（２／２）
○ 申請は，「一時保存のお知らせ」メール本文の

【入力再開ページ】のリンクから再開できます。

○ 再開には，登録したメールアドレス，メール本

文の【保存番号】，一時保存の際に設定したパス

ワードが必要です。

○ リンク先のページに，必要事項を入力して，

「入力再開」をクリックしてください。

（手引きＰ10の画面が表示されます。）

https://・・・

123456
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２－⑧ 申請の破棄
○ 「編集途中のデータは破棄されます。」という

メッセージが表示されます。

○ 「ＯＫ」をクリックすると，申請が破棄され，

鹿児島県電子申請システムのトップページに戻り

ます。
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２－⑨ 申請内容の修正（１／４）
○ 申請内容に修正が必要な場合は，登録したメー

ルアドレスに「申請内容修正のお願い」が届きま

す。

※ メール本文の【理由】に，修正内容を記載して

います。

○ メール本文の【申請内容確認ページ】のリンク

から，申請内容の修正をお願いします。

○ リンク先のページで，メールアドレス，【受付

番号】及び申請時のパスワードを入力し，「申請

内容を確認する」をクリックしてください。

123456

https://・・・
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２－⑨ 申請内容の修正（２／４）
○ 『詳細』画面が表示されます。

○ 画面下の「修正申請」をクリックすると，『修

正申請』画面が表示されます。

○ 申請の基本情報に誤りがないことを確認し，

「はい」をクリックしてください。

○ 申請画面が表示されますので，申請内容の修正

をお願いします。

（手引きＰ10の画面が表示されます。）

下にスクロール
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２－⑨ 申請内容の修正（３／４）
○ 申請内容の修正を完了した後，登録したメール

アドレスに「受付申請のお知らせ」が届いている

ことをご確認ください。
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２－⑨ 申請内容の修正（４／４）
○ 軽微な修正については，県が職権による修正を

行う可能性があります。

○ 職権による修正を行った場合，登録したメール

アドレスに「申請内容修正のお知らせ」が届きま

す。

○ メール本文の【内容】に，修正内容を記載して

いますので，ご確認ください。
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３ 手数料の納付（１／４） 【手数料の納付が必要な申請のみ】
○ 県で審査を行った後，登録したメールアドレス

に「審査開始のお知らせ（料金納付のお願い）」

が届きます。

○ メール本文の【お支払いページ】のリンク先の

各ページの案内に沿って，手数料を納付してくだ

さい。

※ 支払いの注意事項

手数料の支払期限は，「料金納付のお願い」の

メールが届いてから20日以内です。

支払期限を過ぎると，自動的に申請が中止され

ますので，期限内に支払いをお願いします。

https://・・・

※ 【お支払いページ】のリンクをクリックしてください。
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（参考）クレジットカード払いの例

○ 支払い用のページから「クレジット」をクリッ

クしてください。

○ 個人情報の取り扱いなどの確認画面が開きます

ので，記載内容をご確認のうえ，「同意して次

へ」をクリックしてください。

確認事項が記載されています。

３ 手数料の納付（２／４） 【手数料の納付が必要な申請のみ】
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（参考）クレジットカード払いの例

○ クレジットカードの情報を入力してください。

○ カード情報に誤りがないことを確認し，「お支

払い」をクリックしてください。

○ 「カード情報を送信します」というメッセージ

が表示されますので，「ＯＫ」をクリック

してください。

３ 手数料の納付（３／４） 【手数料の納付が必要な申請のみ】
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（参考）クレジットカード払いの例

○ 「処理中です。」と表示されている間は，その

ままお待ちください。

※ ブラウザの「戻る」ボタンなどは押さないで

ください。

○ 『お支払い完了』の画面が表示されたら，支払

完了です。

○ 登録したメールアドレスに「納付完了のお知ら

せ」が届いていることをご確認ください。

自動で画面が切り替わります

３ 手数料の納付（４／４） 【手数料の納付が必要な申請のみ】
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４ 審査完了（文書交付）
○ 県の審査が全て終わると，登録したメールアド

レスに「審査完了および文書交付のお知らせ」

（又は「審査完了のお知らせ」）が届きます。

以上で，全ての手続きが終了します。

○ 交付文書がある場合，後日，郵送で登録済証

などが届きます。

（届出の場合，書類の郵送はありません。）


